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第１ 趣 旨 

 

（１）雇用対策協定に基づく事業計画策定の趣旨 

福岡県と福岡労働局は、誰もが意欲と能力を生かして働くことができる社会の実現に向け、相

互に連携・協力して施策を推進することを目的に、平成２７年１０月２２日に「福岡県雇用対策

協定」を締結した。 

この協定に基づき、福岡県、福岡労働局及び県内各公共職業安定所は、地域の実情に応じた雇

用創出の取組や、きめ細かな実効性のある就職支援等を密接な連携の下に効果的、一体的に実施

するため、「福岡県雇用対策協定に基づく事業計画」を取りまとめ、各施策に対する相互理解を

深めつつ、雇用問題の改善に強力に取り組む。 

なお、目標設定に当たっては、令和７年度の数値を目標として定めるものとする。 

また、福岡県知事及び福岡労働局長は、本計画に定める取組以外についても、両者が進める雇

用創出の取組、就職困難者への支援、地元企業雇用調整時の離職者への再就職支援、企業誘致に

際しての人材確保、その他各施策への連携・協力等について、相互に要請があった時は、その要

請に誠実かつ迅速に対応するよう努める。 

 

（２）成果指標に関する考え方 

 ＊Ｋ Ｐ Ｉ：中長期的な大目標。（複数の関係機関で構成する各種連携会議等において設定し

ている目標を含む） 

 ＊関連指標：ＫＰＩの達成に向けて毎年度チェックしていく指標。（取組事項として挙げた事

業の実績など） 

 

（３）取組事項に関する考え方 

各章における【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】、【福岡県の取組】及び【福岡労働

局の取組】については下記のとおり整理する。 

＊ 福岡県及び福岡労働局が関係機関とともに、県内における連携体制を構築するために開催

する各種会議や協議会等については、【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】として記

載する。 

＊ 福岡県と福岡労働局が共同で実施する「一体的事業」など、実施主体の区別が無く、両者

が連携して取り組む事項については、【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】として記

載する。 

＊ その他、各章の目的に沿って福岡県又は福岡労働局のいずれかが事業実施主体として取り

組む事項については、【福岡県の取組】又は【福岡労働局の取組】として記載する。併せて、

円滑かつ効果的な事業の実施に向けて協力すべき事項については、各取組事項において、≪

福岡県の協力事項≫又は≪福岡労働局の協力事項≫として記載する。 
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第２ 福岡県雇用対策協定に基づく令和７年度の取組 

 

１ 産業・企業のニーズを踏まえた人材育成・定着支援 

（１）産業・企業のニーズを踏まえた人材育成・定着支援 

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○県内市町村などの地域における雇用創出に向けた働きかけ 

・福岡県と福岡労働局は、地域雇用開発計画策定の対象地域に関する情報収集を行い、対象地域

に関する計画を円滑に策定できるよう協力する。 

・助成金等に係る説明会等を福岡県と福岡労働局で共同開催し、事業主や市町村等の関係機関等

に対して、雇用創出に資する事業や助成金等の情報提供を行う。併せて、地域雇用開発計画で

策定された「雇用開発促進地域」については、地域雇用開発助成金の周知を行い、地域の雇用

機会の開発を促進する。 

・雇用開発促進地域の地域雇用の促進について、地域の特性を念頭に置き、福岡県と福岡労働局

は、公共職業安定所や各職業相談機関において、職業相談、就業セミナー、会社説明会やイン

ターンシップ等の就職先とのマッチング機会の提供等を実施する。 

・「地域雇用活性化推進事業」に関して、福岡県と福岡労働局が連携して県内市町村への情報提

供等の支援を行う。 

 

【福岡労働局の取組】 

○地域雇用開発助成金の支給 

・雇用情勢が特に厳しい地域である「雇用開発促進地域」において、事業所の設置・整備や雇い

入れ支援等雇用機会の拡大に取り組んだ事業主に対して、地域雇用開発助成金を支給する。 

≪福岡県の協力事項≫ 

・福岡県は、雇用情勢が特に厳しい地域について、地域雇用開発促進法に基づき「地域雇用開発

計画」を策定し、厚生労働省大臣から「雇用開発促進地域」としての同意を得る。 

  

福岡県と福岡労働局は、地域雇用開発促進法に基づく「地域雇用開発計画」の策定及び実施、「地

域雇用活性化推進事業」や各種助成金に関する情報提供など、県内市町村など地域における雇用創

出に向けた働きかけを連携して行う。 
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（２）公共職業訓練、求職者支援制度を活用した能力開発 

【ＫＰＩ】 

○公共職業訓練の就職率（技専校）  施設内訓練 ９１％以上、委託訓練 ８１％以上 

○公共職業訓練の就職率（障害者校） 施設内訓練 ８２％以上、委託訓練 ６０％以上 

 

 

【関連指標】 

○施設内訓練及び委託訓練における入校率（高等技術専門校） 

○施設内訓練及び委託訓練における入校率（障害者校） 

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○「地域職業能力開発促進協議会」における連携体制の構築 

・福岡県、福岡労働局、労使、教育訓練実施機関、民間職業紹介事業者等で構成する協議会を開

催する。 

・訓練修了者や採用企業等の状況を踏まえた検証や訓練コースの見直し等の協議を行う。 

 

○訓練に関する情報・分析の共有 

・福岡県が把握する施設内・委託訓練の当該年度分の入校状況、訓練実施後の就職状況、福岡県

の施策や産業動向などの情報について、必要に応じて福岡労働局へ提供する。 

・福岡労働局は、職業訓練コースの設定に資するニーズを把握し、分析を行った上で、福岡県に

情報を提供する。 

 

○求職者支援訓練及び公共職業訓練に関する一元的な広報の実施 

・求職者へ訓練コース等の職業訓練情報を幅広く周知するために、ＷＥＢ広告等を活用して、求

職者支援訓練、県やポリテクセンターが実施する公共職業訓練の周知・広報を行う。 

 ・福岡県が開設する「福岡県の職業訓練」ＨＰやポリテクセンターが開設するＨＰと福岡労働局

ＨＰをリンクさせることにより、公共職業訓練の周知・広報を行う。 

 

○人材開発促進月間における周知・広報等 

 ・例年１１月に定められている人材開発促進月間において、福岡県と福岡労働局が相互に連携・

協力し周知・広報等を行う。 

 

【福岡県の取組】 

○公共職業訓練に係る魅力発信 

・訓練の見学・体験の機会を提供するため、高等技術専門校において従来から実施している校内

見学会やオープンキャンパス（体験入校会）に加え、オンラインオープンキャンパスを実施す

福岡県と福岡労働局は、ハローワーク等で把握する職業訓練ニーズを的確に捉え、情報・分析の

共有を行った上で、総合的な訓練計画の策定に努めるとともに、職業訓練情報の一体的周知・広報

における連携した取組を実施する。また、受講者の就職状況等を共有し一体となって訓練受講者の

就職支援を実施する。 
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る。 

・訓練の様子・内容等を紹介した訓練ＰＲ動画を周知に活用する。 

 ≪福岡労働局の協力事項≫ 

・雇用保険説明会会場（説明会開催前）や庁舎内に設置しているモニターを活用し、求職者に対

して福岡県が作成した訓練ＰＲ動画を放映する。 

・福岡県がＨＰにアップロードした訓練ＰＲ動画を、福岡労働局ＨＰにおいてもリンクさせ周

知・広報を行う。 

 

○魅力ある公共職業訓練・就職支援の実施 

・企業の人材ニーズに合った多様な職業訓練を実施するため、企業や業界団体との協議を定期的

に行い、また、福岡労働局による定量的な分析等も踏まえながら、不断に訓練カリキュラムの

見直しを行う。 

・平成２５年度から設置した「公共職業訓練連携推進員」により、訓練コース設定から訓練修了

後の就職支援までの取組を充実、強化する。 

・企業の個別ニーズに対応した企業内訓練（オーダーメイド訓練）を機械系科目の施設内訓練生

を対象に県内半導体関連企業で実施する。 

 ≪福岡労働局の協力事項≫ 

・公共職業安定所で把握した求職者の公共訓練ニーズ・要望等について、福岡県へ情報提供を行

う。 

 

【福岡労働局の取組】 

○ハローワークにおける求職者への受講あっせんと就職支援 

・訓練施設の見学等により訓練内容等に関する情報を十分に把握した上で、ハローワークにおい

て求職者を適切な職業訓練に誘導する。 

・訓練施設の協力を得て、訓練修了前の職業相談を実施し、訓練修了者の早期就職を促進する。 
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（３）人材不足分野での人材確保・育成・定着に向けた支援 

 

【関連指標】 

○介護職員の増加数  

○福岡県ナースセンターの無料職業紹介事業等により就職した看護職員数 

○新規就業者数（農業） 

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○雇用情勢の変動に対する迅速な対応に向けた連携体制の構築 

・雇用情勢について、随時、福岡県と福岡労働局の間で情報共有を行い、必要な対策を講じる。 

・企業立地・企業倒産等の情報について、随時、福岡県と福岡労働局の間で情報共有を行い、必

要に応じてハローワークを通じたマッチングを要請する。 

・福岡県から企業立地等の情報が提供された場合は、福岡労働局は、ハローワークに情報提供を

行い、事業所情報の収集、求人の確保及び個別のマッチング支援を実施する。 

・福岡県が推進する産業政策の関連企業の求人情報等の提供があった場合は、必要に応じてハロ

ーワークを通じて迅速・円滑なマッチングを実施する。 

 ・福岡県の産業政策関連分野の企業に対して、雇用関係助成金に関するきめ細かな周知を行う。 

 

○人手不足分野全般的な取組 

≪福岡県の取組≫ 

・福岡県中小企業雇用環境改善支援センターにおいて、人材確保・育成・定着に悩みを抱える中

小企業を対象に、企業向けセミナーや専門家による個別相談、支援企業向け合同会社説明会を

実施する。 

・福岡県若者就職支援センターにおいて、求人情報の見える化を行うとともに、求人企業に対し

ては、福岡県中小企業雇用環境改善支援センターの利用を促し、求人情報だけでは伝わらない

経営者や採用担当者の想い、企業の働き方改革の取組み等のＰＲや、適切な求人の出し方・求

人要件緩和等の助言等の支援を実施する。 

・人材不足分野における必要な人材の確保に向けて、労働者に選ばれる働きやすい職場づくりを

進めるため、働き方改革に取り組む企業への各種支援策1を実施する。 

≪福岡労働局の取組≫ 

・福岡労働局は、労働局やハローワーク主催のイベントやセミナー等において、チラシなどの広

報を行い、求職者に対して人材不足分野の状況を説明するなど、業界及び関係職種の情報を提

供する。また、ハローワークにおいて企業・求職者に必要な事業への直接的な誘導を行うこと

とする。 

                                                   
1 「３－（１）魅力ある職場づくりの促進」参照 

福岡県と福岡労働局は、企業倒産や企業立地などの雇用情勢の変化に対して迅速かつ効果的な対

応を行うため、日頃より情報共有・意見交換を行い、連携体制を構築する。 

福岡県と福岡労働局は、福祉・看護・保育・建設・農業などの人手不足分野における人材確保に

向けて、連携して取組を進める。 
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○福祉分野における人材確保に向けた取組 

≪福岡県の取組≫ 

・福岡県福祉人材センターにおいて、福祉分野の無料職業紹介や就労相談、再就職支援、合同

就職面談会、学生向け就職説明会、職場体験事業等を実施する。 

・短期大学や専門学校等の民間教育訓練機関等に委託し、保育士や介護福祉士等の資格取得と正

社員就職を目指す職業訓練を実施する。 

・介護分野向け委託訓練において、職場見学・職場実習を組み込み、委託訓練費の上乗せを行

う。 

≪福岡労働局の取組≫ 

・福岡県が主催する福祉分野の合同就職面談会の開催に当たっては、面談会用求人の受理、職業

相談ブースの開設、求職者への周知、誘導を積極的に行う。 

・福岡県福祉人材センターと連携し、「福祉人材センター・ハローワーク連携事業」により、ハ

ローワークでの出張相談等を実施する。 

・ハローワーク、訓練機関及び福祉人材センターの連携強化による就職支援、介護分野向け訓練

枠の拡充、訓練への職場見学・職場実習への組み込み、委託訓練費等の上乗せ、福祉人材セン

ターが介護人材に対して行う貸付金制度の周知等を実施する。 

 

○介護人材の確保に向けた取組 

 ≪福岡県の取組≫ 

・介護事業者の労働環境改善や人材育成の取組に認証を付与し、「見える化」を図ることで、求

職者が事業者を選ぶ際の目安とする。 

・福岡県福祉人材センターに、介護の仕事に特化した就職支援専門員及び人材開拓員を配置し、

介護の仕事を希望する人や求人施設・事業所からの相談についてきめ細かな支援を実施すると

ともに、市町村や福岡県生涯現役チャレンジセンター等が実施する就職相談会等において介護

職員としての就職を働きかける。 

・より多くの方が介護を知る機会とするとともに、介護分野で働く際の不安を払拭できるように

し、介護未経験者の参入を促進するため、「介護に関する入門的研修」を実施する。 

・児童・生徒が、介護の仕事に親しみを持ち、正しく理解するとともに、将来的に介護の仕事を

職業の選択肢に加えることを目的として、介護事業所において「高齢者ふれあい体験」や「就

業体験」等を実施する。 

・介護の仕事を身近に感じてもらうため、介護業務の普及・啓発のための大会を開催する。 

 ・ホームページ「福岡県介護情報ひろば」を開設し、介護の仕事に関する福岡県の取組み等に関

する情報を発信する。 

 ・介護福祉士資格取得を目指す外国人留学生確保のため、現地で留学生候補者を選定し、県内養

成施設に留学させ、県内介護施設等に就職するまでのマッチングを一元的に行い、円滑な受入

支援体制を構築する。 

 ・介護福祉士養成施設が、将来介護現場を担う若者世代の確保や外国人留学生の確保に向けた取

組みを実施した場合に、その経費の一部を助成する。 

 ・介護事業所が将来介護職員として雇用しようとする留学生に対して奨学金等を支給した場合



 

7 

 

に、その一部を助成する。 

・福岡県社会福祉協議会が実施する、介護福祉士資格取得を目指す学生・生徒に対する修学資金

貸付、離職した介護福祉士等に対する再就職準備金貸付及び他業種で働いていた者等の介護職

への参入を促進するための就職支援金貸付について、その貸付原資を助成する。 

・福岡県介護ＤＸ支援センターにおいて、介護サービス事業所等からの業務改善に関する相談や

介護ロボット・ＩＣＴ機器の展示・試用貸出、研修会の開催、アドバイザーによる伴走支援を

実施する。 

・福岡県在宅医療・介護職員カスハラ相談センターにおいて、在宅医療・在宅介護の従事者及び

管理者等を対象に、利用者や家族等からの暴力・ハラスメントの相談に応じる。 

 

○看護師の人材確保に向けた取組 

≪福岡県の取組≫ 

・福岡県ナースセンターにおいて、看護師等（保健師、助産師、看護師、准看護師）の無料職業

紹介、就労相談や再就職支援のための各種研修会等を実施する。 

≪福岡労働局の取組≫ 

・福岡県ナースセンターと連携し、「ナースセンター・ハローワーク連携事業」により、支援対

象の求職者及び求人に関する情報の共有、ハローワークのスペースを活用したナースセンター

による巡回相談の実施、両者の緊密な連携による支援対象の医療機関等を対象とした求人充足

支援を行い、求職者及び求人施設に関する情報共有の強化や巡回相談の実施回数の増に協力す

る。 

 

○保育士の人材確保に向けた取組 

≪福岡県の取組≫ 

・福岡県保育士・保育所支援センターにおいて、保育士等の求人情報検索ができる福岡県保育人

材総合支援サイト「ほいく福岡」を活用した就業マッチング支援や、就職前に保育現場を体験

するための保育１日体験研修などを行うことにより、保育人材の県内保育施設への就職を促進

する。 

・保育士や保育所等からの相談に対応するため、福岡県保育士・保育所支援センター内に保育人

材の専用相談窓口を設置する。 

・短期大学や専門学校等の民間教育訓練機関等に委託し、保育士の資格取得と正社員就職を目指

す職業訓練を実施する。 

≪福岡労働局の取組≫ 

・保育士資格を持つ求職者に対して、「福岡県保育士・保育所支援センター」の保育人材確保に

係る取組等について、リーフレット等を活用し、積極的な周知を図る。 

 

○建設業における人材確保に向けた取組 

≪福岡県の取組≫ 

・福岡労働局から提供を受けた建設職種関連の求人一覧表を、福岡県若者就職支援センター等に

掲示する。 

・「建設業労働災害防止協会への加入」及び「建設雇用改善」の取組で要件を満たす事業所を、
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競争入札参加資格審査の加点対象とする。 

・短期大学や専門学校等の民間教育訓練機関等に委託し、測量技術士の資格取得と正社員就職を

目指す職業訓練を実施する。 

≪福岡労働局の取組≫ 

・建設職種関連の求人一覧表を作成し、必要に応じて福岡県に提供する。 

・建設業事業主団体が主催する会議等に参加し、求人・求職の動向や助成制度について説明を行

う。 

 

○農林水産業における人材確保に向けた取組 

≪福岡県の取組≫ 

・新規就業希望者に対し、セミナー・相談会を開催し、新規就業に係る情報提供や個別相談会を

実施する。 

・「福岡県農林漁業就業マッチングセンター」の運営により、求人・求職者のマッチングを実施

する。 

・農業分野におけるマッチング促進のため、農福連携の取組において得られる地域ごとの農業分

野における人材のニーズに関する情報を活用し、若者サポートステーションにおける就労体験

の受入先の拡大を図る。 

≪福岡労働局の取組≫ 

・福岡県農林漁業就業支援連絡協議会を開催し、それぞれの有する情報の相互提供及び協力体制

の確立により、農林漁業への就職等の実現を図る。 



 

9 

 

２ 求職者の状況に応じたきめ細かな就職支援 

（１）若者の県内就職促進 

①新規学校卒業者等への就職支援 

 

【関連指標】 

○福岡県若者就職支援センターの就職決定率 

○福岡県若者就職支援センター就職者のうち正規雇用者の割合  

○福岡県若者就職支援センターのＵＩＪターン就職者の割合 

○福岡県内の新規高等学校卒業者の就職内定率及び県内・県外別就職割合 

○福岡県内の新規大学等卒業者の就職内定率及び県内・県外別就職割合 

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○「福岡新卒者等人材確保推進本部」における新卒者等の就職支援に係る連携体制の構築 

・福岡労働局と福岡県は、国の機関、地方公共団体、教育機関、産業界、労働界及び関係機関で

構成する「福岡新卒者等人材確保推進本部」において、新卒者等の就職支援に関して、構成員

を含めた連携体制を構築する。 

 

○「わかものジョブプラザ・福岡」における就職支援の連携 

・「わかものジョブプラザ・福岡」を構成する福岡新卒応援ハローワークと福岡県若者就職支援

センターとの間で、大学新卒者等の就職内定状況等の情報を共有するとともに、就職支援が必

要な大学等に対する出張相談・セミナー等を効果的に実施する。これらの実施状況について

は、定期的に開催される会議の場を活用して検証を行うことで、相互の事業の連携を促進す

る。 

 

○新規高卒者合同企業説明会の共同開催 

・高校新卒者の就職促進を図るため、就職を希望する生徒を対象として、企業の採用担当者が企

業情報・求人情報を直接説明する「新規高卒者合同企業説明会」を共同開催する。開催に当た

っては、福岡県と福岡労働局で実行委員会を構成し、高校新卒者の就職希望状況等の情報を共

有する。 

 

○大学等合同企業説明会の共同開催 

・福岡県と福岡労働局は、新規大学等卒業者及び３年以内既卒者を含む求職者を対象として、企

業の採用担当者が企業情報・求人情報を直接説明する「大学等合同企業説明会」を共同開催す

る。開催に当たっては、福岡県と福岡労働局で実行委員会を組織する。 

 

福岡県と福岡労働局は、共同して学校との連携を強化し、個々の生徒・学生に対する就職支援を

図るとともに、合同企業説明会の開催や若者雇用促進法に基づくユースエール認定制度等の取組の

促進によって、高校・大学等新規学卒者と企業のマッチング促進を図る。また、未就職卒業者や学

校中退者等の学校を離れた者及び既卒者（以下「未就職卒業者等」という。）に対して、相互に連携

し就職支援を実施する。 
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【福岡県の取組】 

○福岡県若者就職支援センターにおける新規学校卒業者等への就労支援 

・福岡県若者就職支援センター及びブランチを県内４地域に設置し、新規学卒者及び未就職卒業

者等を対象として、専門のアドバイザーによる個別就職相談を実施する。また、就職支援セミ

ナー等を開催する。 

・具体的な求人とのマッチングによる支援が必要と判断される未就職卒業者等については、新卒

応援ハローワークによる個別就職支援に誘導する。 

・大学生等就活支援事業において、大学等を訪問するほか、ウェブ形式でもアドバイザーによる

個別就職相談、就職活動実践研修（面接訓練等）、就職活動準備講座（就職活動の心構え等）

を実施する。当該事業においては、県内就職促進を目指すことに留意するとともに、新卒応援

ハローワークの出張相談・セミナー等の実施状況にも留意し、効果的な事業実施を図る。 

 ≪福岡労働局の協力事項≫ 

・管下ハローワーク（新卒応援ハローワーク）におけるチラシの配架、求職者へのチラシ手交等

周知や誘導を行う。 

 

○地元企業紹介事業の実施 

・高校生、大学生等の学生が地元企業の魅力や福岡県で働くことの魅力の理解を深め、企業規模

や知名度にとらわれない職業選択及び進路選択ができるよう、企業経営者等による授業や見学

会、座談会を実施する。実施に当たっては、福岡労働局から共催の承諾を得た上で、広報等に

ついて協力を得る。 

・高校生を対象に「地元企業魅力発見授業」を実施。 

・高校生及び大学生等を対象に「地元企業魅力体験見学会」を実施。 

・大学生等を対象に地元の企業経営者・若手社員等との「座談会」を実施。 

 

○高校と地元企業の交流会の開催 

・生徒の進路指導に携わる現場の教員と、新規高等学校卒業者の採用を検討する地元企業の相互

理解を促進するため、福岡労働局から共催の承諾を得た上で広報等の協力を得ながら、「高校

と地元企業の交流会」を県内４地区で開催する。 

 

○大学等と地元企業の就職情報交換会の開催 

・大学等の就職指導担当者と地元企業の人事担当者が採用動向等を情報交換し、相互理解を深め

ることで学生と地元企業のマッチングを促進するため、福岡労働局から共催の承諾を得た上で

広報等の協力を得ながら、「大学等と地元企業の就職情報交換会」を開催する｡ 

 

【福岡労働局の取組】 

○新卒応援ハローワーク等における未就職卒業者への就職支援 

・福岡県若者就職支援センターにおいて具体的な求人とのマッチングによる支援が必要と判断さ

れた未就職卒業者等に対しては、新卒応援ハローワークに誘導し、担当者制等による個別就職

支援を実施する。 

・新卒応援ハローワーク等で支援中の未就職卒業者等について、福岡県若者就職支援センターが
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実施する就職支援セミナー等の活用が就職支援として必要と判断される場合には、本人への周

知を行った上で、同センターへ誘導する。 

≪福岡県の協力事項≫ 

・新卒応援ハローワーク等で支援中の未就職卒業者等を含む若年求職者に対しては、福岡県若者

就職支援センターにおいて、個別就職相談、就職支援セミナー等、求職者の状態に応じたきめ

細かな支援を実施する。 

 

○「ユースエール認定企業」の推進 

・若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な

中小企業を厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定する制度について、県内事業

所に対して申請勧奨を行う。 

・福岡労働局は、「ユースエール認定企業」として認定する制度について、合同会社説明会等の

機会を捉えて、新規学校卒業者をはじめとした若年求職者に対して周知を行う。 

≪福岡県の協力事項≫ 

・メールマガジンの配信等により、福岡県若者就職支援センター登録企業に対して、「ユースエ

ール認定制度」についての周知を行う。 

 

○新規学卒者の県内就職の状況に関する分析 

・若者の県内就職促進の観点から、県内就職に関する動向を把握するため、福岡労働局は、高校

卒業者や大学等卒業者に関する県内就職率の把握及び分析を行い、福岡県と情報共有、意見交

換を実施する。 

  



 

12 

 

②若者の就職支援 

 

【関連指標】 

○フリーター等の若者の常用雇用者数 

○福岡県若者就職支援センターの就職決定率    

○福岡県若者就職支援センター就職者のうち正規雇用者の割合    

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○「わかものジョブプラザ・福岡」における若者への就職支援 

・福岡県が設置する福岡県若者就職支援センターや、国が設置する福岡新卒応援ハローワークや

福岡わかものハローワーク、若者サポートステーションで構成される「わかものジョブプラ

ザ・福岡」において、セミナーの開催や求職者情報の共有等について施設間の連携を図り、一

体的かつきめ細かな支援を実施する。 

 

【福岡県の取組】 

○福岡県若者就職支援センターにおける若者への就職支援 

・福岡県は、福岡県若者就職支援センター及びブランチを県内４地域に設置し、概ね３９歳まで

の若者を対象として、専門のアドバイザーによる個別就職相談を実施する。また、就職支援セ

ミナーや就職促進セミナー等の各種セミナーを開催する。 

・福岡県若者就職支援センターにおいて、具体的な求人とのマッチングによる支援が必要と判断

された求職者については、福岡わかものハローワークの担当者制による個別就職支援等へ誘導

する。 

・メールマガジンの配信等により、福岡県若者就職支援センター登録企業に対して、「ユースエ

ール認定制度」についての周知を行う。 

・福岡労働局が若年者地域連携事業で実施する合同企業説明会について、センター利用者に対し

て周知を図る。 

 ≪福岡労働局の協力事項≫ 

・ハローワークにおいて、同センターが実施する就職支援セミナー等の活用が就職支援として必

要と判断される場合には、本人への周知を行った上で、同センターへ誘導する。 

 

○若者の職場定着の支援 

・福岡県若者就職支援センターの支援を通じて就職した若者に対して、就職後一定期間経過した

時点で、アドバイザーが状況確認を行い、必要に応じてキャリア形成等に関する個別相談によ

るフォローを行うことで、職場定着支援を図る。 

・福岡労働局が実施する職場定着促進セミナーについて、メールマガジンの配信等により、福岡

県若者就職支援センター登録企業に対して周知を行う。 

 

福岡県と福岡労働局は、県が設置する「福岡県若者就職支援センター」と福岡労働局が設置する

「福岡わかものハローワーク」等、それぞれが設置する就職支援機関における連携を強化しながら、

フリーター等の若者の正規雇用及び職場定着に向けた就職支援策を実施する。 
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【福岡労働局の取組】 

○福岡わかものハローワーク等における就職支援  

・福岡わかものハローワークにおいて、求職登録時等に福岡県若者就職支援センターの就職支援

メニューを説明の上、求職者の同意を得た上で、同時に県のセンターの登録を行うことを基本

として対応する。 

・福岡県若者就職支援センターと福岡わかものハローワークにおいて、相互に連携した就職支援

が必要な場合は、求職者情報を共有しチーム支援を実施する。 

・福岡県若者就職支援センターで行う各種セミナーやオンライン座談会等の事業について、管下

ハローワークにおけるチラシの配架、求職者（学生）への手交や雇用保険受給者説明会での配

付等周知や誘導を行う。 

・「ユースエール認定制度」の実施に当たっては、福岡県若者就職支援センターと連携し、より

有効な事業推進を図る。 

・正規雇用を目指す若者等を対象に実施する短期・集中的なセミナーについて、福岡県若者就職

支援センターと連携し、より効果的な周知を図る。 

 

○福岡わかものハローワーク等における職場定着支援 

・福岡わかものハローワーク等において、「在職者相談窓口」を設置して若年在職者からの相談

に対応するとともに、若年者地域連携事業を効果的に活用して企業及び若年在職者の職場定着

支援を実施する。 
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③若年無業者等の就職支援 

 

【関連指標】 

○若者サポートステーションにおける就職等件数 

○若年無業者等の就職等率、定着率、満足度（若者サポートステーション） 

○４０代無業者の就職等率（若者サポートステーション） 

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○「福岡県若者自立支援機関連携会議」における連携 

・地域の若者支援機関（就労支援機関、ひきこもり支援機関、発達障害支援機関等）との情報交

換会の開催等により、関係機関と良好な関係を構築し、地域における若者自立支援のネットワ

ークを図る。 

 

【福岡県の取組】 

○若者サポートステーションの運営 

・福岡労働局と連携の上、若者サポートステーション事業を実施する。 

・学校卒業後、中途退学後または離職後に様々な要因によって無業状態にある１５歳から４９歳

までの若年無業者等を対象として、福岡労働局が実施する事業に加え、心理専門職による心理

相談、研修事業（基礎能力習得研修、グループワーク、家族セミナー）、短期の就労体験・ボ

ランティア活動、交流スペースでの支援を通して職業的自立に向けた支援を行う。 

・若者サポートステーションで実施する「就労体験」について、福岡労働局等とも連携しなが

ら、企業や農業団体・各種業界に対して協力の呼びかけを行い、受入先企業の拡大を図る。農

業分野におけるマッチング促進のため、農福連携の取組で得られる地域ごとの人材ニーズに関

する情報を活用の上、就労体験の受入先の拡大を図る。 

 ≪福岡労働局の協力事項≫ 

・福岡労働局が主催する合同会社説明会等に、若者サポートステーションのブースを設置する等

して事業の周知や就職支援を推進する。 

 

○職業訓練への誘導 

・若年無業者が自信を持って就業するためには職業訓練による支援が有効であるため、若者サポ

ートステーションと連携し、高等技術専門校の校内見学会・オープンキャンパスへの誘導を行

う。 

 

○メタバース活用長期無業者就労支援事業 

・ひきこもり等長期無業の状態にある者を対象に、メタバース空間でのアバターを活用した個別

心理相談、コミュニケーショントレーニング、就労体験等を行う。 

 ≪福岡労働局の協力事項≫ 

・推進組織に参画し、周知や課題の検討等必要な協力を行う。 

 

若者サポートステーションとハローワークとの連携を強化し、若年無業者等の支援を強化する。 
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【福岡労働局の取組】 

○「福岡わかものハローワーク」及び「福岡新卒応援ハローワーク」における就職支援 

・「わかものジョブプラザ・福岡」の構成機関である「福岡わかものハローワーク」及び「福岡

新卒応援ハローワーク」において、若者サポートステーションの支援メニューの周知及び対象

者の誘導を円滑に行い、求職者情報の共有し、チーム支援等を活用しながら、若年無業者等の

若者の就職支援を推進する。 

 

○ハローワークにおける若者サポートステーションとの連携 

・各ハローワークにおいて、若者サポートステーションとの連携窓口（担当者）を明確化し、ハ

ローワークと若者サポートステーションにおいて情報交換等を行い、連携強化を図るととも

に、福岡労働局（ハローワーク）が主催する各種会議や研修等において、若者サポートステー

ション事業の周知を図る。 
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（２）中高年齢者の就職支援  

 

【関連指標】 

○福岡県中高年就職支援センター 新規利用者数  

○福岡県中高年就職支援センター 就職者数  

○福岡県中高年就職支援センター 就職率 

○福岡県中高年就職支援センター出前相談 新規利用者数  

○福岡県中高年就職支援センター出前相談 就職者数 

○福岡県中高年就職支援センター出前相談 就職率  

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○福岡県中高年就職支援センターにおける支援の実施 

 ≪福岡県の取組≫ 

・福岡県中高年就職支援センターにおいて、アドバイザーによる個別就職相談、県内１９か所

（ハローワーク等）における出前相談を実施する。 

・福岡県中高年就職支援センター及び出前相談等において個別相談による支援を行った者のう

ち、就職意欲や緊急度が高い求職者について、キャリアの棚卸し支援を実施するとともにハロ

ーワークと連携した個別マッチング支援を実施する。 

・福岡県中小企業雇用環境改善支援センターとの連携により正社員就職及び企業の人材確保を促

進する。 

・これまでのセンター支援により、相談者の満足のいくキャリアチェンジにつながった事例を整

理・見える化することにより、求職者のセンターの利用促進を図る。 

≪福岡労働局の取組≫ 

・福岡県中高年就職支援センターにおいて、職業相談・職業紹介、求人情報提供端末による求人

情報の提供等を実施する。 

・ハローワークにおいて、就職活動に様々な課題を抱える中高年求職者に対して、福岡県中高年

就職支援センターの支援内容を周知した上で誘導する。 

・福岡県中高年就職支援センターの出前相談に対して、ハローワークの会議室を提供するなどの

支援を行う。また、ハローワークにおいて、就職活動に様々な課題を抱える中高年求職者に対

して、出前相談を周知し、誘導する。 

・福岡県中高年就職支援センターや出前相談でキャリアの棚卸し支援を受けた中高年求職者につ

いて、福岡県からの情報提供を受け、ハローワークにおいて、求人の提案等によるマッチング

支援を実施する。 

・福岡県中高年就職支援センターにおいて、中高年求職者の能力再開発（就職支援資格講座）と

して、介護職員初任者研修及びフォークリフト運転技能講習を実施する。 

  

福岡県と福岡労働局が共同で設置した「福岡県中高年就職支援センター」において相互に連携し、

中高年求職者の就職等活躍を促進する。 
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（３）就職氷河期世代の就職支援 

 

  

令和 7 年度以降、就職氷河期世代への就職支援は、対象者を就職氷河期世代に限定せず、広く中

高年世代（35 歳から 59 歳まで）の不安定就労者・無業者へと拡大し、支援の効果を高める。 

それに伴い「ふくおかプラットフォーム」についても、新たに「都道府県協議会（仮称）」と名称

を改め、地域の実情や課題に応じた取組を引き続き進めていく。 
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（４）高齢者の就業支援

 

【関連指標】 

○福岡県内企業のうち「７０歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業」の割合  

○生涯現役チャレンジセンターによる進路決定者数  

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○関係機関を含めた連携体制の構築 

・福岡県、福岡県生涯現役チャレンジセンター、福岡労働局及び（独）高齢・障害・求職者雇用

支援機構福岡支部（以下「機構」という。）高齢・障害者業務課（以下「業務課」という。）と

いった関係機関の間で、定期的に情報交換や意見交換を行う。 

・福岡労働局は、福岡県生涯現役チャレンジセンターの訪問企業からの要請に応じ、高齢者雇用

アドバイザーの派遣が行われるよう、機構業務課に対し協力依頼を行う。 

 

○「７０歳以上まで働ける制度」を導入する企業の拡大に向けた取組 

≪福岡県の取組≫ 

・福岡県生涯現役チャレンジセンターにおいて、企業に対する７０歳以上まで働ける制度導入を

支援し、７０歳以上まで働ける企業を開拓することにより、制度導入企業の拡大を図る。 

・企業の人事担当者、中高年従業員を対象としたセミナーを開催する。 

・競争入札参加資格審査における「地域貢献評価項目」において、企業が７０歳以上まで働ける

制度を導入している場合、評価項目の加点対象とする。 

≪福岡労働局の取組≫ 

 ・高年齢者雇用確保措置及び高年齢者就業確保措置を講じていない事業主に対して、ハローワ

ークを通じて助言・指導を行う。 

 ・６５歳以上定年引上げ、６６歳以上の継続雇用延長へ向けた環境を整えるため、福岡県（福岡

県生涯現役チャレンジセンターが行う企業向けセミナー）及び機構福岡支部と連携した「高齢

者雇用管理セミナー」を開催する。 

 

【福岡県の取組】 

○「福岡県生涯現役チャレンジセンター」における支援 1 

・福岡県生涯現役チャレンジセンターにおいて、高齢者の経歴や技能、希望などを聞き、再就職

やシルバー人材センター、ＮＰＯ・ボランティア活動など多様な選択肢を提案・仲介する。 

・市町村やハローワーク等と連携し、福岡県生涯現役チャレンジセンターの出張相談会を実施す

                                                   
1 福岡県では、年齢にかかわりなく、それぞれの意思と能力に応じて、働いたり、ＮＰＯ・ボランティア活動等に参加し、活躍 

し続けることができる選択肢の多い「生涯現役社会」の実現に取り組んでいる。 

福岡県生涯現役チャレンジセンターとハローワークは、互いに情報提供や利用者の誘導を行い、

高年齢者の就労を促進する。 

福岡県生涯現役チャレンジセンターと福岡労働局は、高齢者雇用に積極的に取り組む優良な企業

の取組事例を広報、周知することなどを通じて、「生涯現役社会」の実現1に向けた社会風土の醸成

に努める。 
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る。 

・福岡県生涯現役チャレンジセンターにおいて、しごと・ボランティア合同説明会を実施する。 

・福岡、北九州オフィスのコーディネーター（各１人）が、県内全域の７０歳以上まで働ける制

度のない企業を訪問する。従業員に対し、在職中から支援を開始し、キャリアにブランクをつ

くらないよう再就職をあっせんする。 

・就業機会を増加させ活躍の場の拡大を図るため、高齢者日常生活支援、防犯・見守り支援等の

地域の困りごと解決に取り組む団体における就業の支障となっている課題を、専門家の助言・

指導により解決する。 

≪福岡労働局の協力事項≫ 

・福岡県生涯現役チャレンジセンターについて、福岡労働局ホームページや雇用管理セミナー等

を活用して、事業主への周知を行う。 

・概ね６０歳以上の求職者について、同センターへ積極的に誘導する。 

・福岡県生涯現役チャレンジセンターが実施する出張相談会やしごと・ボランティア合同説明会

について、求職者に周知し、誘導を行う。 

 

【福岡労働局の取組】 

○ハローワークにおける就職支援 

・ハローワークの「生涯現役支援窓口」において、６５歳を超えても働くことを希望する高年齢

者に対して就職支援を実施する。 

 ≪福岡県の協力事項≫ 

・高齢者雇用管理セミナーについて、生涯現役チャレンジセンターホームページ等を活用して、

事業主への周知を行う。 

・７０歳までの高年齢者就業確保措置の未実施企業に対して、あらゆる機会をとらえて制度導入

に関する周知・啓発を行う。 
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（５）女性の就職支援 

 

【関連指標】 

○福岡県ママと女性の就業支援センターにおける支援 就職者数 

○マザーズハローワークにおける担当者制による支援 就職支援数 

○マザーズハローワークにおける担当者制による支援 就職率 

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○関係機関を含めた連携体制の構築 

・福岡県は「福岡県女性の活躍応援協議会」を開催し、福岡労働局及び経済団体等と連携して、

取組を行う。 

・福岡県は「福岡県女性の活躍推進ポータルサイト」を活用して、県内企業の取組事例、セミナ

ーやイベントの開催、県や国の支援施策などの情報提供を行う。 

・福岡労働局は、福岡県と連携して、女性活躍推進に向けた取組内容の各種情報提供を行う。 

 

○ウーマンワークカフェ北九州の共同運営 

 ・国・県・北九州市の三者が連携して設置している「ウーマンワークカフェ北九州」において、

再就職やキャリアアップ、創業など、女性の幅広いニーズにワンストップで対応する。 

・県が設置する「ママと女性の就業支援センター」（北九州）と国が設置する「マザーズハローワ

ーク北九州」及び北九州市が連携して、相互に支援メニュー等の周知・誘導等を積極的に行

う。 

・ママと女性の就業支援センター（北九州）は、マザーズハローワーク北九州から誘導された求

職者に対し、専門の相談員による個別支援等を行い、就職を支援する。 

・マザーズハローワーク北九州は、福岡県ママと女性の就業支援センターから誘導された求職者

に対して、就職支援ナビゲーターが担当者制による個別支援等を行い、就職を支援する。 

・福岡県ママと女性の就業支援センターとマザーズハローワーク北九州において、必要に応じて

求職者情報を共有しチーム支援を実施する。 

・労働局及びハローワーク小倉は、それぞれの広報媒体・手段を活用して、ウーマンワークカフ

ェ北九州を積極的に周知し、利用の促進を図る。 

 

【福岡県の取組】 

○福岡県ママと女性の就業支援センターにおける支援 

・子育て中の女性や非正規雇用・求職中の女性を支援対象とした県内４か所のママと女性の就業

福岡県と福岡労働局は、女性活躍推進法の実効性を確保し、企業における女性活躍を一層進める

ため、子育て女性等の就職支援協議会等を通じて連携して広報等を行い、女性活躍推進法に基づく

一般事業主行動計画の策定等について、中小企業を重点的に企業の取組促進を図る。 

福岡県と福岡労働局は、「福岡県ママと女性の就業支援センター」と「マザーズハローワーク」及

び「マザーズコーナー」との相互の連携を深め、子育て女性等の就職支援を実施する。「ウーマンワ

ークカフェ北九州」においては、県・国・北九州市の３者が連携し、女性の就業生活における活躍

を支援する。 
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支援センターにおいて、個別相談から求人情報・保育情報の提供、就職活動に役立つセミナー

の開催、女性等が働きやすい企業の求人開拓、就職あっせんまできめ細かな支援を行う。 

・時間などの制約から居住地近くでの就業を希望することが多い女性を対象に、合同会社説明会

を県内４地区ごとに開催する。 

 ・子育て中のひとり親女性等を対象に、安定就業と収入向上を支援するため、オンラインによる

ＩＴ研修と就労が一体となったプログラムを実施する。 

・就職面接時の託児支援を実施することにより、子育て中の利用者の円滑な就職活動を支援す

る。 

・キャリアコンサルタントによる複数回の面談によりキャリアプランシートの作成を支援し、よ

り効果的なキャリア形成相談を行う。 

 

○子育て中の方が受講しやすい職業訓練 

・子育て中の方が受講しやすい託児付や短時間での職業訓練を民間教育訓練機関等に委託して実

施する。また、通所が困難な方にも自宅で受講可能な e‐ラーニング方式による職業訓練を行

う。 

・高等技術専門校（短期課程訓練）においても、民間託児施設を活用した託児サービスを無償で

提供する。 

 

○ひとり親サポートセンターにおける支援 

・県内３か所に設置している「ひとり親サポートセンター」において、ひとり親家庭の親等（母

子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦、離婚を考えている方）を対象に、就業に関する相談か

ら、自立支援プログラムの策定、就業支援講習会の開催、ハローワーク等と連携した求人情報

の提供まで一貫した就業支援を行う。 

 

【福岡労働局の取組】 

○「マザーズハローワーク」における支援 

・「マザーズハローワーク」及び「マザーズコーナー」において、「福岡県ママと女性の就業支援

センター」への求人情報の提供、就職支援メニューの周知、求職者の誘導等について連携・協

力し、子育て中の女性等の就職を支援する。 

・子育て中の女性等を対象とした合同会社説明会等の開催に際しては、「マザーズハローワーク」

及び「マザーズコーナー」等において、求職者への周知・広報を積極的に行う。 

・県から提供を受けた子育て応援宣言企業の情報を基に「子育て応援求人」を開拓し、「マザーズ

ハローワーク」及び「マザーズコーナー」を中心にマッチングを図る。 

 

○女性活躍推進法の履行確保等 

・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務企業である常時雇用労働

者数１０１人以上の事業主に対して、行動計画の策定・届出等が行われるよう、把握している

未届事業主の情報を活用し、計画的な働きかけを行う等により、行動計画の策定・届出等を促

進する。また、女性活躍推進法に基づく常時雇用労働者数３０１人以上の事業主に対して、

「男女の賃金の差異」に係る情報の公表について、報告徴収等の実施により、着実な女性活躍
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推進法の履行確保を図る。さらに、女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定で

ある「えるぼし」認定や、より水準の高い「プラチナえるぼし」認定について、周知を図る。  



 

23 

 

（６）障がいのある人の就業支援 

 

【関連指標】 

○福岡県内民間企業における障がい者雇用率 

○ハローワークを通じた障がい者の就職件数 

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○関係機関を含めた連携体制の構築 

・福岡県、福岡労働局及び関係機関との間で関係機関等会議を継続し、情報共有・意見交換を行

うとともに、課題や連携事業目標等を共有し、連携する事業の具体的な内容等について協議を

行う。 

・障がい者の戦力化を通じて、中小企業等をはじめとした企業における人材確保を推進すること

を目的として、「障害者の戦力化による人材確保福岡モデル」を構築する。障がい者雇用によ

る人材確保の実現のため、障がい者雇用先進企業への見学、福祉事業所の業務委託及び施設外

就労を通じて、障がい者雇用に係る理解を深めるとともに、ノウハウが不足しているなど、障

がい者雇用に課題のある事業所に対して、福岡労働局長から認定を受けた認定事業者が伴走的

な支援を行う障害者雇用相談援助事業を活用し、雇用の実現を図る。 

 

○障がい者雇用への理解促進に向けたセミナーの共同開催 

・法定雇用率未達成企業の解消を目的として、「障害者雇用促進セミナー」を共同開催する。必

要に応じて精神、発達障がい者に対する理解促進のための「しごとサポーター養成講座」をカ

リキュラムに含む。 

・障がいのある人の雇用促進を図るため、「障害者雇用促進面談会」等を県内４地区で、共同開

催する。 

 

○特別支援学校における支援の実施 

・福岡県は、特別支援学校高等部生徒が作業学習の成果を企業の人事担当者へ披露する「技能見

学会」、見学会終了後の企業と特別支援学校教職員との「交流会」を、福岡労働局の協力（企

業への参加依頼及び運営等）を得て、年１回開催する。 

・福岡県は、特別支援学校高等部３年生等を対象とした企業経営者の講話、先輩の体験談、模擬

面接を内容とする就職に向けた総合的な就職準備講座を、ハローワークの協力を得て年１回開

催する。  

・福岡県は、特別支援学校高等部に在籍している就職が決定していない生徒に対して、企業等の

福岡県と福岡労働局は、障がい者雇用の更なる促進を図るため、障害者雇用促進面談会、職場実

習面談会、障害者雇用促進セミナー、特別支援学校生徒による技能見学会及び企業と特別支援学校

教職員との交流会等の取組について相互に連携し、就労支援を行う。 

また、福岡県と福岡労働局は、障がいのある人の職場実習、就職後の定着支援、事業所支援等に

ついて、ハローワークと障害者就業・生活支援センターとの連携が円滑に行われるよう、チーム支

援体制の強化を行う。 
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現場での実習を行うことにより、就職に結びつく実践的な能力、社会人としてのマナー、職場

内でのコミュニケーション技法等の習得を図る。 

・福岡労働局は、特別支援学校高等部１・２年生を対象とした実習受入企業と特別支援学校生徒

との「職場実習面談会」を、福岡県の協力を得て、福岡地区で年１回開催する。 

・生徒の実習先及び就職先の拡大に向けた情報交換・意見交換を、ハローワークと特別支援学校

との間で日常的に行う。 

 

【福岡県の取組】 

○「障害者就業・生活支援センター」における支援   

・福岡労働局と協力して、県内１３か所の障がい保健福祉圏域に「障害者就業・生活支援センタ

ー」を設置し、障がいのある人の就業及びこれに伴う生活に必要な支援を行う。 

・センターには精神・発達障がいのある人の職業適性を判定する心理専門職や、就職支援や職場

への定着支援を行う精神保健福祉士を配置し、一人ひとりの障がい特性に応じた効果的な就業

支援を実施する。 

・障害者就業・生活支援センターについて、広く県民や事業主への広報周知を図る。 

 ≪福岡労働局の協力事項≫ 

・ハローワークで支援する障がいのある求職者に、障害者就業・生活支援センターでの登録を勧

奨し、相互に連携したチーム支援を実施する。 

・「障害者就業・生活支援センター」の支援員への研修充実、共同実施。 

・医療機関等含めた関係機関連携体制の強化を図る。 

 

○障がい者雇用開拓事業による一貫した支援 

・障がいのある人を 1人も雇用していない企業へのコンサルティング、週所定労働時間１０時間

以上２０時間未満の短時間求人開拓を行うほか、一般就労を希望する障がいのある人に対し、

就職に関する相談から実習、職業紹介及び定着支援といった一連の支援を実施する。 

 ≪福岡労働局の協力事項≫ 

 ・福岡県における無料職業紹介事業が円滑に行われるよう、ハローワークの障がい者求人情報の

オンライン提供を行う。 

 

○テレワークを活用した障がい者雇用の取組 

・障がい者雇用の環境整備を促進するため、障がい者テレワークオフィス「こといろ」及び

「Beyond
ビ ヨ ン ド

 Office
オ フ ィ ス

」では、テレワークでの障がい者雇用を検討する企業に対し、コーディネー

ターがテレワークが可能な業務の切り出しや障がいのある人の採用などを幅広くサポートす

る。また、テレワークオフィスを利用する障がいのある人に対しては、常駐の支援員が相談対

応や体調管理など、障がい特性に合わせた支援を実施する。 

・テレワークでの障がい者雇用を検討する企業に対し、アドバイザー派遣を行い、テレワークの

導入を後押しする。 

 ≪福岡労働局の協力事項≫ 

・福岡県内企業の障がい者のテレワーク求人をハローワークで積極的に紹介し充足につなげる。 
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○障がいのある方の特性に配慮した公共職業訓練の実施 

・職域開発科において、精神障がい・発達障がい・高次脳機能障がいのある方を対象とした個々

の適性を把握し就職可能な職種の幅を広げるための訓練を実施する。 

・精神障がいや発達障がいのある訓練生に配慮した訓練を行うため、障害者職業能力開発校に精

神保健福祉士を配置して相談対応等を実施するとともに、精神科医による相談体制を強化す

る。 

・県内７校ある高等技術専門校へ精神保健福祉士を派遣し、精神障がいの可能性のある訓練生へ

の相談対応を実施する。 

・障がいのある方が身近な地域で職業訓練を受講できるよう、県内４地域で民間教育訓練機関等

を活用した職業訓練を実施する。 

 

○農福連携の推進 

 ・障がい者施設の共同受注を推進するための協議会を設置して、農業者と障がいのある方のマッ

チングを推進し、障がいのある方の収入の向上を図る。 

・農業者の理解促進に加え、障害のある方を受け入れるに当たってのスキルの習得、障がいのあ

る方の農作業体験の実施、農産物や加工品の販売促進などを通じ、県内の農福連携を推進す

る。 

 

○「就労支援の場」における支援 

 ・障がい者施設の利用者や生活困窮者、ひきこもりの方などが国立国会図書館等のデジタル化業

務を実施する「就労支援の場」を設置し、障がいのある人等の収入向上を図る。 

 ・デジタル化コーディネーターによる一般就労先の開拓や企業向け見学会及び面談会の開催によ

り、一般就労への移行を促進する。 

≪福岡労働局の協力事項≫ 

・ハローワークによる求人企業の紹介や企業向け見学会の求人企業への周知を行う。 

 

 

【福岡労働局の取組】 

○ハローワークにおける障がい者支援の実施 

 ・ハローワークが中心となり、障害者就業・生活支援センター及び関係機関等でチームを結成し、

就職準備段階から職場定着まで一貫したチーム支援を実施する。 

・チーム支援に当たっては、障害者就業・生活支援センターの実情に関する福岡県からの情報を

参考とし、両機関の担当者の意見交換、情報交換を促進する。 

 

○企業に対する障がい者雇用の助言・指導 

・ハローワークの雇用指導官、就職支援コーディネーター及び精神・発達障害者雇用サポーター

（企業支援分）が障がい者雇用のノウハウが不足している企業や障がい者雇用ゼロ企業などに

対し、障がい者雇用を促進するため、仕事の切り出しから助言・指導を行う。 

 

○障がい者雇用に取り組む事業主への各種助成金の支給 
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・障がい者雇用の拡大、障がい者の雇用促進及び職場定着に取り組む事業主に対して、特定求職

者雇用開発助成金やキャリアアップ助成金等の各種助成金の支給等を通じて、事業主の取組を

促進する。 

・障がい者雇用ゼロ企業等に雇入れを前提とした雇用管理に関する相談援助を実施した場合に支

給される「障害者雇用相談援助助成金」に係る事業者の認定を行う。障がい者雇用のノウハウ

が不足している企業や障がい者雇用ゼロ企業などに対し制度を案内し、障がい者雇用を促進す

る。 

≪福岡県の協力事項≫ 

・各種助成金について、福岡県ホームページ等を活用して、事業主への周知を行う。 
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（７）求職者の様々な事情に応じた支援  

 

【関連指標】 

○生活保護受給者等就労自立促進事業における就職件数 

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○「難病患者就職支援連絡協議会」における連携体制の構築 

・難病患者の就職支援ネットワークの構築を目的とした「難病患者就職支援連絡協議会」におい

て、情報の共有を行う。 

 

○生活困窮者就労支援に関する連携体制の構築 

 ・福岡県と福岡労働局は、生活保護受給者等の生活困窮者の就労支援について、「福岡県生活保

護受給者等就労自立促進事業協議会」における協議のほか、随時、情報交換・意見交換を実施

する。 

 

○「福岡県地域両立支援推進チーム」における連携体制の構築 

・治療と仕事の両立支援の促進を目的とした「福岡県地域両立支援推進チーム」において、関係

機関のネットワークを構築し、取組の連携を行う。 

 

【福岡県の取組】 

○難病・がん患者等の活躍促進 

・「福岡県難病相談支援センター」において、難病患者やその家族からの相談を受けるほか、ハ

ローワークと連携して就労支援を行う。 

・がんの治療と仕事の両立を支援するため、がん患者が治療を受けながら継続就労できる短時間

勤務、在宅勤務制度等の導入を検討する事業所にアドバイザーを派遣するとともに、両立支援

導入のための在宅勤務環境の整備や就業規則見直し等に係る経費を助成する。 

・県内２４か所の「がん相談支援センター」に、社会保険労務士を「就労支援アドバイザー」と

して派遣し、就労継続のため、がん患者及びその家族からの就労相談に対する支援等を行う。 

 

○生活困窮者等への就労支援 

・生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援事業」を実施し、当該事業の支援対象者のうち

就労可能な者に対して、福岡労働局及びハローワークと連携して就労支援を行う。 

 

○ひとり親家庭の就労支援 

・県内３か所に設置している「ひとり親サポートセンター」において、ひとり親家庭の親等（母

福岡県と福岡労働局は、福岡県難病相談支援センター及びがん相談支援センター等の関係機関と

連携し、難病・がん患者等長期療養が必要な者に対して就労支援を行う。 

福岡県と福岡労働局は、生活保護受給者・児童扶養手当受給者などの生活困窮者に対する効果的

な自立支援のため、保健福祉（環境）事務所、ひとり親サポートセンター及び自立相談支援機関と

ハローワークが一体となった就労支援の充実を図る。 
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子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦、離婚を考えている方）を対象に、就業に関する相談か

ら、自立支援プログラムの策定、就業支援講習会の開催、ハローワーク等と連携した求人情報

の提供まで一貫した就業支援を行う。 

 

○中国帰国者２世・３世の方への就労支援 

・就労相談員及び自立支援通訳の派遣や九州中国帰国者支援・交流センター、福岡労働局及びハ

ローワークとの連携により、中国帰国者２世、３世の方への円滑な就労活動の支援を行う。 

 

○若年性認知症の方への就労支援 

・若年性認知症相談窓口「福岡県若年性認知症サポートセンター」に若年性認知症支援コーディ

ネーターを配置し、医療・福祉・就労などに関する関係機関と連携を図りながら、若年性認知

症の人やその家族に適した支援を行う。 

・若年性認知症の方が意欲及び能力に応じた仕事を継続できるよう、企業などへの啓発を行う。 

 

【福岡労働局の取組】 

○ハローワークにおける難病・がん患者の就職支援   

・ハローワーク福岡東に難病患者就職サポーターを配置し、福岡県難病相談支援センターと連携

の上、就職支援を行う。 

・ハローワーク福岡中央及びハローワーク八幡に長期療養者就職支援ナビゲーターを配置し、県

内がん診療連携拠点病院（がん相談支援センター）と連携の上、就職支援を行う。 

 

○ハローワーク等における生活困窮者の就労支援 

・ハローワークにおける生活保護受給者及び児童扶養手当受給者などの求職活動状況に関する情

報を本人の同意を得た上で、各保健福祉（環境）事務所に提供する。 

・ハローワークは、福岡県の協力を得て、巡回相談実施箇所の拡大を図る。 

・福岡労働局及びハローワークは、福岡県が実施する「自立相談支援事業」と連携し、生活困窮

者等に対する就労支援を行う。 

・自立相談支援事業の事業者と生活困窮者等に対し、公的職業訓練情報を提供する。 

≪福岡県の協力事項≫ 

・ハローワークによる巡回相談の取組が更に拡大し、効果的に就労支援が進むよう、市町村に働

きかけを行う。 
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（８）外国人材が活躍できる地域づくり 

 

【関連指標】 

○外国人材受入企業支援事業における支援数  

○留学生の県内企業就職者数 

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○福岡県外国人材受入対策協議会及び分野別会議における連携 

・行政機関や経済団体・事業者団体、士業団体等を構成員とする福岡県外国人材受入対策協議会

及び同協議会内に設置する分野別会議（外国人相談窓口部会、労働環境部会）を運営し、情報

の共有や相互連携、課題の把握等を図ることにより、外国人材の受入れ関係機関における取組

を促進する。 

 

○「FUKUOKA IS OPEN センター」における連携体制 

・県や国等の外国人材専門機関が一体となった「FUKUOKA IS OPEN センター」において、

就労や在留資格など外国人材の相談にワンストップで対応する。 

・福岡外国人雇用サービスセンターの出張相談を実施する。 

 

【福岡県の取組】 

○福岡県留学生サポートセンターにおける留学生支援 

・留学生をはじめとする外国人材の受入企業を開拓するため、受入企業開拓セミナーや個別訪問

を行う。 

・企業の外国人材受入促進を図り、留学生の就職活動を支援するため、オープンカンパニーを実

施する。 

・福岡労働局等が主催する主に留学生を対象とした就職活動支援イベントの開催について協力す

る。 

≪福岡労働局の協力事項≫ 

・福岡県及び福岡県留学生サポートセンターが実施する主に留学生を対象とした就職活動支援イ

ベントの開催や、周知を行う場合の広報活動について協力する。 

 

○「Work in Kyushu」を活用した留学生の就職支援 

・「九州グローバル人材活用促進協議会」が運営する留学生と企業のマッチングサイト「Work 

in Kyushu」を活用して、留学生の就職支援を実施する。 

≪福岡労働局の協力事項≫ 

・「九州グローバル人材活用促進協議会」が運営する「Work in Kyushu」を活用した留学生の

就職支援に係る広報活動等について協力する。 

 

○「FUKUOKA IS OPEN センター」における支援 

福岡県と福岡労働局は、外国人材の県内への受入れについて、相互に連携し、共生の観点から様々

な支援を実施する。 
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・県や国等の外国人材専門機関が一体となった「FUKUOKA IS OPEN センター」において、

就労や在留資格など外国人材の相談にワンストップで対応するため、「FUKUOKA IS OPEN

センター総合受付窓口」で多言語で対応する。。 

・外国人材定着促進のため、ネパール語、ベトナム語、中国語、英語を母国語とする多言語サポ

ートスタッフを配置し、生活相談に対応するほか、労働者支援事務所の労働相談にも派遣し、

通訳支援を行う。 

≪福岡労働局の協力事項≫ 

・ハローワーク求人窓口でのリーフレット配架や、事業主説明会・セミナー等でのリーフレット

配付等、県が開設する外国人材の受入れに関する企業向け相談窓口及び「FUKUOKA IS 

OPEN センター」に係る広報活動について協力する。 

 

○外国人材受入企業に対する支援 

・「外国人材受入企業等支援事業」において、外国人材の受入れに関する企業向けの相談窓口と

して「福岡県外国人材受入企業相談窓口」を設置し、相談対応や情報提供、法令遵守の啓発を

行うとともに、相談内容に応じた適切な関係機関を紹介する。また、県内各地域において出張

相談会を行う。 

・外国人材を受け入れるに当たって企業が遵守すべき法令等について「福岡県外国人材受入企業

講習会」をオンデマンドで実施する。 

・外国人材の定着を支援するため、行政書士等による企業訪問を実施し、企業が抱える具体的な

課題について改善策を助言する。 

・外国人材の雇用に関する情報を集約した専用ホームページ「福岡県 外国人材活用サポートペ

ージ」において、県内企業に向けて必要な情報を発信する。 

≪福岡労働局の協力事項≫ 

・外国人材の受入れに関する企業向け相談窓口及び出張相談について、実施場所の確保や広報

活動等、必要に応じて運営に協力する。 

・福岡県が開催する外国人材の受入れに関する企業講習会に係る広報活動等について協力す

る。 

 

○労働環境部会の運営 

 ・福岡県外国人材受入対策協議会の分野別会議として設置した「労働環境部会」において、外国

人材が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮し、適正に就労できる環境を整えるため、福

岡労働局を含む構成団体間で外国人材の労働環境整備に関する協議・情報共有等を行う。 

 

○外国介護人材に対する支援 

・ＥＰＡ介護福祉士候補者を受け入れた介護事業所に対し、日本語学習や介護分野の専門的知識

習得などに要する経費について助成する。 

・介護事業所が外国人介護人材を受け入れるための環境整備（外国人介護職員と職員・利用者等

とのコミュニケーション支援に資する取組み、外国人介護人材の資格取得支援や生活支援の体

制強化に資する取組み）に要する経費について助成する。 

・介護職種の技能実習生及び介護分野における特定技能１号外国人に対し、介護の日本語やコミ
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ュニケーション等に関する集合研修を実施する。 

・日本語能力や介護技術が未熟な外国人介護人材に、介護の周辺業務から従事してもらうよう、

多言語翻訳した「介護助手の手引き」を県ホームページに掲載する。 

 

【福岡労働局の取組】 

○「外国人雇用サービスセンター」における支援 

・「外国人雇用サービスセンター」（令和元年８月開設）において、留学生や専門的・技術的分野

の外国人求職者等に対する職業相談、職業紹介、各種セミナー等の就職支援を実施する。 

・「外国人雇用サービスセンター」において、留学生や専門的・技術的分野の外国人求職者等を

積極的に採用したい事業主に対する相談支援や求人開拓等の取組を行う。 

≪福岡県の協力事項≫ 

・福岡労働局が留学生等に係る制度・手続き、イベント開催などの周知を行う場合、広報活動

について協力する。 

 

○「外国人就労・定着支援事業」の実施 

 ・日系人等の定住外国人について、日本の職場におけるコミュニケーション能力の向上やビジネ

スマナー等に関する知識の習得を通じ、安定的な就職と職場への定着が可能となるよう、受託事

業者と連携した就職支援を実施する。 

 ≪福岡県の協力事項≫ 

 ・福岡労働局が開催する外国人向け研修会に係る広報活動等について協力する。 
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３ 誰もが安心して活躍できる魅力ある職場づくり 

 

【ＫＰＩ】1 

○週の労働時間が６０時間以上の雇用者の割合を２０２２年までに５％以下とする。 

 また、一般労働者の総実労働時間を２０２５年までに全国平均を下回るようにする。 

○年次有給休暇の取得率を２０２５年までに７０％以上とする。 

 

（１）魅力ある職場づくりの促進  

 

【関連指標】 

○働き方改革に取り組む企業数                  

○福岡働き方改革推進支援センターによる事業主への相談支援数  

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○チャレンジふくおか「働き方改革推進協議会」等を通じた連携 

・チャレンジふくおか「働き方改革推進協議会」を通じて、福岡県、福岡労働局及び労使団体等

の関係機関が連携を深め、働き方改革の推進を図る。 

・福岡労働局は「チャレンジふくおか働き方改革推進協議会」を開催し、福岡県における働き方

改革等の課題について、地方創生やワーク・ライフ・バランスの視点も踏まえながら、福岡県

及び労使団体等を交えて継続的に協議を行う。 

・協議会は、令和３年３月２９日に同協議会で策定した「地域推進プラン」（第２期）に基づ

き、多様な人材が活躍できる魅力ある職場づくりの輪を広げ、誰もが住み慣れたところで働

き、長く元気に暮らし、安心して子どもを産み育てていくことができる魅力ある地域として、

「働き手から選ばれる福岡県」の創造に向け、官民一体となり、県内４地域で「働き方改革」

の実践を更に促進させる。 

 

○魅力ある職場づくりのための雇用関係助成金の活用に向けた支援 

・誰もがその意欲と能力を発揮できる「魅力ある職場づくり」に取り組むきっかけをつくるた

め、県内企業が働き方改革に取り組むインセンティブとなる「雇用関係助成金」を最大限活用

できるよう、福岡県と福岡労働局と共同で説明会を開催する。 

 

【福岡県の取組】 

○働き方改革に具体的に取り組む企業への支援 

・働き方改革に関する各種制度の導入を促進する柔軟な働き方及び働き方改革に係る制度導

入促進セミナーを開催することにより、働き方改革の推進に必要なノウハウの習得を支援す

                                                   
1 チャレンジふくおか「働き方改革推進協議会」 

人口減少が進む中、限られた労働力で経済の好循環を実現するためには、生産性の向上と、労働

者が活き活きと働ける魅力ある職場づくりが必要である。そのため、職場環境や待遇の改善を行う

「働き方改革」の実現に向けて、企業への働きかけを行う。 
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る。 

・働き方改革実行企業（よかばい・かえるばい企業）に対するフォローや県サイトを使用した情

報発信を行い、参加企業の拡大と企業の自主的な取組を促進する。 

・県内４地域の労働者支援事務所が主体となり「働き方改革実行企業（よかばい・かえるばい企

業）」への登録のあった事業所に対して確実な実践を促すとともに、各地域で新規登録を促

す。 

≪福岡労働局の協力事項≫ 

・支援対象企業に対して、必要に応じて連携して支援を実施する。 

・福岡労働局ホームページ「働き方改革特設ページ」において、各種情報の発信を行う。 

 

【福岡労働局の取組】 

○企業に対する法令遵守等の働きかけ 

企業訪問等を通じて県内企業の経営トップ等に対して、働き方改革の推進に向けて、以下の事項

について働きかける。 

・長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等働き方・休み方の見直し 

・ノー残業デーの導入・定着の促進 

・プラスワン休暇の推進（連休にプラス１日以上の年次有給休暇の取得付与） 

・計画的年休付与制度の普及促進 

・仕事と生活の調和、女性の活躍推進、育児や治療と仕事の両立等仕事と家庭の両立支援の推進 

 

○「福岡働き方改革推進支援センター」における企業支援 

「福岡働き方改革推進支援センター」の体制を拡充し、働き方改革関連法への対応や人材確保等

に課題を抱える企業に対して以下の支援を行う。 

・電話相談等による個別相談 

・企業訪問による相談支援 

・商工会議所等における出張相談会、セミナーの開催 

・よろず支援拠点、生産性向上人材育成センター、生活衛生関係営業等の収益力向上に関するセ

ミナーでの相談支援等関係機関との連携 

 ≪福岡県の協力事項≫ 

・福岡県は、福岡労働局の設置する「福岡働き方改革推進支援センター」と連携し、より多くの

企業への施策の浸透を図る。 

 ・福岡県働き方改革推進ポータルサイトにおいて、各種セミナー開催情報等の発信を行う。 
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（２）多様な就労機会の創出 

 

【関連指標】 

○福岡県中小企業雇用環境改善支援センターにおける支援企業数 

○福岡県中小企業雇用環境改善支援センター支援企業における採用後３年以内の離職率 

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○説明会や研修会の共同開催による周知徹底 

・働き方改革関連法等説明会を共同開催し、事業主に向けた周知・徹底を図る。 

 

〇個別労働紛争解決に向けた連携の強化 

・共同でチラシを作成し福岡県と福岡労働局が実施する個別労働紛争解決の取組の周知を図る。 

・あっせんの事例などについて定期的に情報共有し、相互のレベルを向上させる。 

・福岡労働局のあっせんで解決に至らなかった場合には、福岡県のあっせん機能について積極的

に情報提供するなど、利用者の誘導等を行う。 

 

【福岡県の取組】 

○福岡県中小企業雇用環境改善支援センターにおける企業支援 

・人材確保・定着・育成に関する企業向けセミナーを実施する。 

・社会保険労務士等の資格を持つ専門のアドバイザーによる企業向け個別相談を実施し、雇用環

境の改善に関する助言、各種助成金の案内を行うほか、企業の課題に応じた支援機関の紹介を

行う。 

・支援企業を対象とした会社説明会を開催するとともに、年代別・対象別就職支援センターが開

催する合同会社説明会等への参加案内を行う。 

 ≪福岡労働局の協力事項≫ 

県が設置する福岡県中小企業雇用環境改善支援センターについて、広報・周知に関して下記の取

組を行う。 

・ハローワークの雇用指導官や求人者支援員等が事業所を訪問する際は、福岡県中小企業雇用

環境改善支援センターのチラシを持参し、支援センターの周知及び利用案内を行う。 

・ハローワークにポスターを掲示するとともに、求人窓口の机上にチラシを設置の上、必要な

事業所にチラシを手交し、福岡県中小企業雇用環境改善支援センターの周知及び利用案内を

福岡県と福岡労働局は、相互に連携・協力し、企業における正規雇用促進や企業内での正社員転

換、同一労働同一賃金など非正規雇用労働者の処遇改善、長時間労働の是正等を通じて、労働者の

雇用の安定と企業における人材確保を図る。 

また、福岡県と福岡労働局は連携して、労使双方に対して、労働契約法に基づく無期転換ルール

についての周知啓発を行うとともに、多様な正社員制度の導入も含めて無期転換ルールへの対応を

促す。 

さらに、労働者派遣法及びパートタイム・有期雇用労働法の内容について、非正規雇用労働者の

労働条件を改善し、均等・均衡待遇の実現を図るため、福岡県と福岡労働局は連携しての周知・徹

底を図る。 
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行う。 

・ハローワークで実施する事業主対象の説明会やセミナーにおいてチラシを配付し、福岡県中

小企業雇用環境改善支援センターの周知及び利用案内を行う。 

・助成金センターにおいて、キャリアアップ助成金の確認通知（計画書写し）に、福岡県中小

企業雇用環境改善支援センターのチラシを同封する。 

・助成金説明会において、福岡県中小企業雇用環境改善支援センターのチラシを説明会資料と

して配付する。 

・福岡労働局が若年者地域連携事業で実施する採用力向上企業支援セミナーにおいて、福岡県

中小企業雇用環境改善支援センターのチラシをセミナー資料として配付する。 

 

○労働講座（労働教育講座・労働経営セミナー）の実施 

・労働者や経営者等を対象に、ハラスメント対策や労働条件の不利益変更、メンタルヘルス対策

など時機に応じた課題をテーマとした労働講座（労働教育講座・労働経営セミナー）を関係機

関と連携して実施する。 

 

○様々な働きづらさを抱える方の働く場を創出 

・障害者総合支援法に基づく就労移行支援等の対象とならない就労困難者(ニート、引きこも

り、難病患者、ホームレス、刑務所出所者等)に対し、障がい者就労移行支援等の仕組みを活

用した訓練、企業実習、就職等の支援として、令和４年度から６年度までの間、実施してきた

社会実証モデル事業について、日本財団主宰のプロジェクトの方針と足並みを揃え、現にサー

ビスの利用者がいること等から、令和７年度に限り継続する。 

 

【福岡労働局の取組】 

○同一労働同一賃金の遵守徹底等 

 ・正社員との待遇差がある理由の説明義務を果たしていない企業に対し、パートタイム・有期雇

用労働法に基づく報告徴収等を実施するほか、監督署から点検要請を集中的に実施することや、

支援策の周知を行うことにより、同一労働同一賃金の遵守徹底を図る。特に中小企業・小規模

事業者等に対して、「取組手順書」や業界ごとの特性を踏まえた「点検・検討マニュアル」を活

用して、きめ細かく支援を行うとともに、福岡労働局が設置する「福岡働き方改革推進支援セ

ンター」を活用し、個別相談対応を行う。 

 

○非正規雇用労働者の労働条件改善等の取組支援 

 ・「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口やコンサルティングの実施等、非

正規雇用労働者の労働条件改善や短時間正社員制度の導入等に向けたきめ細かな支援に連携し

て取り組む。また、「多様な働き方の実現応援サイト」に掲載されている好事例の事業主及び労

働者に対する周知等により、非正規雇用労働者の労働条件改善に係る事業主の取組機運の醸成

を図る。さらに、福岡県との連携等により、無期転換ルールの円滑な導入及び「多様な正社員」

の普及・拡大を図る。 

 

○高齢となっても安心して安全に働き続けられる環境整備 
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・パートタイム・有期雇用労働法の適用を受ける定年後に継続雇用された短時間・有期雇用労働

者についても、短時間・有期雇用労働者が定年後に継続雇用された者であることのみをもっ

て、通常の労働者との間の待遇差が不合理とならないよう、法に基づく報告徴収等を実施する

こと等により、法の履行確保を図る。 

・近年、高年齢労働者の転倒災害が増加していることから、エイジフレンドリーガイドライン

（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）（令和２年３月 16日策定）の内容に

沿った指導を行う。 

 

〇総合的なハラスメントの防止対策の推進 

・パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等職場におけるハラスメント防止措置を講じ

ていない事業主に対し法に基づく報告徴収等を実施すること等により、法の履行確保を図る。 

また、適切なハラスメント防止措置が講じられるよう、事業主や労働者に対して、事業主・ハ

ラスメント相談窓口担当者等向け研修やウェブサイト「あかるい職場応援団」の各種ツールの

活用促進を図る。  
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（３）仕事と家庭の両立支援 

 

【関連指標】 

○男性の育児休業取得率   

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○説明会や研修会の共同開催による周知徹底 

・両立支援等助成金等に係る説明会を、福岡県と福岡労働局が共同開催し、事業主に向けた周

知・徹底を図る。 

 

【福岡県の取組】 

○働き方改革に具体的に取り組む企業への支援（再掲）  

・働き方改革に具体的に取り組む県内各地域の企業を支援するため、各種取組を実施する。 

 

○仕事と子育ての両立支援 

・仕事と子育ての両立を応援するため、「子育て応援宣言企業」登録制度の取組を推進する。 

・仕事と出産・子育てを両立できる職場環境づくりを促進するため、男性の育休取得の促進のた

めの情報番組等を通じた先進的な取組の紹介や、柔軟な働き方及び働き方改革に係る制度導入

促進セミナー等を実施する。 

 

○仕事と介護の両立支援 

・仕事と介護の両立を応援するため、「介護応援宣言企業」登録制度の取組を推進する。 

 

【福岡労働局の取組】 

〇育児・介護休業法の周知及び履行確保 

 ・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の義務付けや、男性の育児休業等取得状況の公表

義務の対象を 301人以上の事業主に拡大すること等を内容とする育児・介護休業法の改正内容

について周知に取り組むともに、施行後は報告徴収等の実施により、着実な法の履行確保を図

る。また、労働者の権利侵害が疑われる事案や育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いが

疑われる事案を把握した場合には、事業主に対する積極的な報告徴収・是正指導等を行う。 

 

○次世代育成支援対策推進法に基づく取組の推進 

・次世代育成支援対策推進法に関して、一般事業主行動計画策定・変更時に、育児休業等の取得

状況及び労働時間の状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付けること等を内

容とする改正について、引き続き、福岡県等と連携して周知に取り組み、あらゆる機会を利用

し着実な法の履行確保を図る。次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定等については、各

企業の実態に即した計画の策定を支援するとともに、常時雇用する労働者数 101人以上の義務

企業の届出等の徹底を図る。併せて、「くるみん」、「プラチナくるみん」、「トライくるみ

希望出生率１．８の実現、介護離職ゼロに向け、育児休業や介護休業等を取得しやすい環境を整

備するため、福岡県と福岡労働局は連携して仕事と家庭の両立支援に向けた取組を強化する。 
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ん」及び「プラス」の認定基準が新しく見直されることから、新しい基準等について広く周知

するとともに、認定の取得促進に向けた働きかけを行う。 

 

○仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主への各種助成金の支給 

・仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主への各種助成金（両立支援等助成金）の支給等を通じ

て、事業主の取組を促進する。 

 

○テレワークの推進 

・仕事と子育て等の両立を可能とする等、適正な労務管理下における良質なテレワークの普及促

進を図るため「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」や助成金制度

の周知を図る。  
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（４）労働福祉の充実 

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○最低賃金の改定に係る周知・広報 

・福岡県と福岡労働局は、最低賃金等に関する連絡会議での議論を踏まえ、最低賃金改定に関す

る周知・広報や業務改善助成金の活用促進等について、連携して取組を推進する。 

・福岡県と福岡労働局が助成金説明会等を共同開催し、事業主や市町村等の関係機関等に対し

て、関連する事業や助成金等の情報提供を行う。 

・最低賃金の改定の周知について、県庁内各課や出先機関、県関係機関へポスター、チラシを送

付するとともに、県ホームページや広報媒体（各戸配布広報誌、新聞定期広告、ラジオ等）を

活用した広報を行う。 

・福岡県が主催する企業対象のセミナーや業界団体向け各種説明会等において、業務改善助成金

等のチラシ配布や事例紹介など企業の生産性向上に関する支援措置の周知・広報を行う。 

・福岡労働局が主催する企業に対する各説明会、講習会等において、福岡県中小企業生産性向上

支援センターのパンフレット等の配布により支援措置の周知・広報を行う。 

・最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の生産性向上の支援を図るため、地方公共

団体及び商工会議所等経営者団体に対する最低賃金の改定及び業務改善助成金等の周知を積極

的に行い、円滑な実施を図る。 

 

【福岡県の取組】 

○労働講座（労働教育講座・労働経営セミナー）における周知・広報の実施 

・労働者や経営者等を対象とした労働講座において、助成金に関する案内等を配布し、中小企業

向けの支援の周知を図る。 

・業務改善助成金等の周知など支援情報が提供可能な中小企業向け講習会の開催状況を把握し、

福岡労働局との情報共有を行う。 

 

【福岡労働局の取組】 

○中小企業に対する支援策の周知・広報 

・商工会議所等経営者団体の各地区会員に対する説明会・講習会等において、最低賃金及び中小

企業に対する支援策である業務改善助成金の直接周知・広報を実施する。 

・最低賃金の改定の周知及び業務改善助成金の周知広報の為に地方公共団体及び商工会議所等経

営者団体の広報誌及びホームページへの１００％掲載に向けて依頼を実施する。 

≪福岡県の協力事項≫ 

・福岡県と福岡労働局の間で連絡会議を実施し、最低賃金及び支援策の周知・広報についての協

力体制の強化を図る。  

  

福岡県と福岡労働局は、最低賃金・賃金引き上げに向けた中小企業、小規模事業者への支援を推

進する。 
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（５）公正採用選考の推進 

 

【関連指標】 

○県内事業所における推進員研修の受講率 

○県内事業所における推進員設置率   

 

【福岡県と福岡労働局が共同で実施する取組】 

○福岡県と福岡労働局の協力体制の構築 

・福岡県及び福岡労働局との間で、違反事象に関する情報交換等を行う。近年の違反事象では、

「その他（病歴等）」に分類される「面接時質問」や「社用紙（アンケート）」の件数が多かっ

たこと、公務所での違反事象が報告されていることを踏まえ、その再発防止策に連携して取り

組む。 

・福岡県の関係部局が開催する関係団体の会合、業者説明会、各種セミナー等への講師派遣、啓

発方法の協議等のあらゆる機会を捉えて、福岡県と福岡労働局が相互に連携・協力し、一体的

に啓発・指導に取り組む。 

・推進員研修の実施日程について、福岡県のホームページで公開するために必要な連携を行う。 

・推進員研修の実施及び効果検証について、必要な連携を行う。 

・公正採用選考人啓発指導員による企業に対する推進員研修の受講勧奨について、必要な連携を

行う。 

・推進員研修について、福岡県・福岡労働局・各ハローワーク・企業同和問題推進協議会等の各

地の関係機関との連携体制を構築し、情報共有を行う。 

 

○「企業経営者人権啓発セミナー」の開催 

・採用選考に最も影響力を持つ企業トップクラス（代表者又は人事責任者）に対し、人権問題及

び同和問題についての正しい理解と認識を深めるため、「企業経営者人権啓発セミナー」等の

企業向け研修会を共同で開催する。 

 

○「公正採用選考人権啓発推進員研修」の実施 

・推進員を対象として、①公正採用の意義・必要性、②違反事例、③業種別に留意すべき事項、

④公正採用選考人権啓発推進員の役割（優良事例の紹介）、⑤厚生労働省履歴書新様式の普及

啓発等の企業が取り組むべき人権課題を盛り込んだ「公正採用選考人権啓発推進員研修」を開

催し、研修の質を高める。 

・従来のハローワーク主催の研修に加え、福岡県主催の研修を福岡労働局と連携して開催する。 

・例年、各ハローワーク・企業同和問題研修推進協議会等、各地の関係機関が主体的に実施する

推進員研修が何らかの事情で開催できない場合、福岡県・労働局・関係ハローワークが共催

福岡県と福岡労働局は、公正採用選考の考え方に基づく選考を事業主に徹底させ、公正な採用選

考システムの確立に向けて、「公正採用選考人権啓発推進員」（以下「推進員」という。）未設置企業

への設置勧奨、推進員研修の受講勧奨、企業向け研修会、求人企業及び求職者に対する啓発等の取

組について、連携・協力する。 
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し、研修会を実施する。なお、研修開催時期については、できる限り、新規高卒者の採用選考

開始時期より前に実施する。 

・研修会場については、開催地域、研修規模（収容人数）及び研修受講者の利便性に合わせて、

県管理施設（県庁内講堂、吉塚合同庁舎等）を活用できるよう関係機関で調整を行う。 

 

【福岡県の取組】 

○公正採用選考ホームページの設置・運営 

・福岡県のホームページ上に公正採用選考に係る情報を掲載し、公正採用選考の徹底に向けて、

「公正採用選考の意義」、「公正採用選考違反事象の実態」及び「推進員研修の開催日程等」の

情報発信を行う。 

≪福岡労働局の協力事項≫ 

・公正採用選考に係る違反事象についての情報提供。 

・推進員研修等の開催日程・場所等についての情報提供。 

 

○公正採用選考人権啓発指導員の設置・研修受講勧奨 

・「公正採用選考人権啓発指導員」（以下「指導員」という。）を設置し、推進員未設置事業所へ

の設置勧奨及び事業所への研修受講勧奨を実施する。 

≪福岡労働局の協力事項≫ 

・指導員による訪問指導を実施するために必要な情報を提供するなど、福岡県と緊密な連携を図

り、従業員３０人以上の事業所における推進員の設置を促進する。 

・指導員による受講勧奨を実施するために必要な情報を提供するなど、福岡県と緊密な連携のも

と研修受講率の向上を図る。 

 

○公正採用選考チラシの作成・活用 

・「採用面接に先立って、チラシを用いて企業等と求職者双方で公正採用選考について確認する

取組」を関係機関に依頼する。 

・年代別・対象別就職支援センター等でのチラシの配架・配布を行う。 

・各種イベントでチラシを配布し、公正採用に関する周知・啓発を実施する。 

≪福岡労働局の協力事項≫ 

・ハローワーク等で求人企業・求職者へのチラシの配架・配布を行う。 

・各種研修会等でチラシの配布、公正採用に関する周知・啓発を行う。 

 

○ 福岡県の競争入札参加資格審査項目による加点 

・公正な採用選考と事業所内の人権研修の計画・実施等を推進するため、推進員の設置及び公正

採用選考に関する推進員研修の受講について、福岡県の入札加点制度において加点要件とす

る。  

≪福岡労働局の協力事項≫ 

・ハローワークにおける加点対象の確認、受講証明書の発行を行う。 

・研修を受講したことを確認するための方法を研修受講証明書の発行に統一するなど、推進員研

修の標準化を図る。 
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【福岡労働局の取組】 

○公正採用選考人権啓発推進員の設置勧奨 

・福岡県と連携しながら、従業員が３０人以上の事業所における推進員の設置を勧奨する。 

・ハローワークが開催する新規学卒求人説明会等の場において、公正な採用選考の必要性や推進

員制度について説明する。 

 

○求人事業所への注意喚起 

・公正採用選考に関するリーフレットを福岡県人権・同和教育研究協議会と共同で作成し、高卒

求人応募解禁直前などのタイミングで、各ハローワークから高卒求人提出事業所に送付し、注

意喚起を図る。 

  



 

43 

 

４ 移住定住の促進、ＵＩＪターン就職の促進 

 

【関連指標】 

○福岡移住・就業マッチングサイトの求人掲載件数  

○「三大都市圏からの移住・就業支援事業」の移住支援金を活用した三大都市圏からの移住就業者 

 数 

○「ふくおかよかとこ移住相談センター」を利用した県外からの移住者数 

 

【福岡県の取組】 

○東京圏等をはじめとした大都市圏からの人材還流促進 

・東京圏、近畿圏及び中京圏の大学等を中心にＵＩＪターン就職支援協定を締結し、福岡県と大

学が相互に連携・協力して、本県内の企業情報等を周知する等により、本県へのＵＩＪターン

就職を促進する。また、若者就職支援センターに大学等のキャリアセンターとの連携部門を設

置し、合同企業説明会や業界研究会・座談会を開催する。 

・福岡労働局が若年者地域連携事業で実施するＵＩＪターン希望者を対象とした合同企業説明会

について、就職支援協定や「ふくおかよかとこ移住相談センター」等を活用し、大都市圏在住

の若年求職者に対し周知を図る。 

 

○「三大都市圏からの移住・就業支援事業」の円滑な実施 

・三大都市圏（東京圏、大阪圏、名古屋圏）から県内連携市町村への移住者で、福岡県が選定す

る事業所への就業等、一定の要件を満たした場合、連携市町村1から支援金（１世帯１００万

円、単身者６０万円）を支給する。また、１８歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、１

８歳未満の者一人につき最大１００万円を加算して支給する。 

・県内の成長産業分野等の企業及び市町村等が推薦する企業を対象に、福岡県が設置する専用サ

イトにおいて求人を掲載する。 

・福岡県が開催する企業向け説明会等において、県内企業に対して「中途採用者等支援助成金

（ＵＩＪターンコース）」の情報の提供を行う。 

 ≪福岡労働局の協力事項≫ 

・福岡県が実施する三大都市圏からの移住・就業支援事業について、三大都市圏の労働局に対し

て管下ハローワークにおけるチラシの配架、求職者へのチラシ手交等周知や誘導を行うよう要

請する。 

・福岡労働局が開催する企業向け説明会等において、県内企業に対する事業内容の周知や、その

他事業の参考となる情報の提供を行う。 

                                                   
1 令和７年の連携市町村は、北九州市、大牟田市、久留米市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、豊前市、宗

像市、古賀市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、粕屋町、芦屋町、岡垣町、小竹町、桂川町、東峰村、大刀洗町、広川

町、香春町、川崎町、大任町、福智町、苅田町、みやこ町、上毛町、築上町。 

福岡県と福岡労働局は、東京圏等をはじめとした大都市圏からの人材還流を促進するため、相互

に連携・協力して、合同説明会の開催等のＵＩＪターン就職支援を実施する。また、福岡県が実施

する「三大都市圏からの移住・就業支援事業」の円滑な実施に向け、積極的に連携を行い、効果的

かつ確実な雇用の創出を支援する。 
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・地方創生移住支援事業を利用した事業主に対して、「中途採用者等支援助成金（ＵＩＪターン

コース）」の活用を促すことにより、雇用創出の支援を行う。 

 

○移住定住の促進 

 ・福岡県が設置する移住相談窓口「ふくおかよかとこ移住相談センター」（東京都、福岡市）に

おいて、専任の移住相談員が各市町村の仕事、住環境、子育て支援等に関する情報を一体的に

提供するなど、相談者一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな対応を実施する。 

 ・福岡県移住・定住ポータルサイト「福がお～かくらし」や「福岡移住読本」などを活用し、福

岡県の魅力を発信する。 

≪福岡労働局の協力事項≫ 

 ・福岡県が実施する移住支援事業について、労働局に対して管下ハローワークにおけるチラシの

配架、求職者へのチラシ手交等周知や誘導を行うよう要請する。 

 

【福岡労働局の取組】 

○「中途採用者等支援助成金（ＵＩＪターンコース）」の活用促進 

・地方創生移住支援事業を利用した事業主に対して、「中途採用者等支援助成金（ＵＩＪターン

コース）」の活用を促すことにより、雇用創出の支援を行う。 

≪福岡県の協力事項≫ 

・福岡県が開催する企業向け説明会等において、県内企業に対して「中途採用者等支援助成金

（ＵＩＪターンコース）」の情報の提供を行う。 

 


